別記様式第２号（第３条関係）
番　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長門市長　　　　　　　　　印


仙崎地区交流拠点施設（使用・変更）許可書


年　　月　　日付けで申請のあった施設の使用について、次のとおり許可します。
	使用日時
又は期間
	　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分から
　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分まで

	使用施設
	

	使用目的
	

	利用料金
	施設利用料
	　　　　　　　　　　　円

	
	減免額
	　　　　　　　　　　　円

	
	合計
	　　　　　　　　　　　円

	許可条件
	１　許可物件を使用の目的以外の目的又は用途に供してはならない。
２　使用許可の内容に違反して使用してはならない。
３　使用許可の範囲を超えて使用してはならない。
４　許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。
５　市の承認を得ないで許可物件の現状を変更し、又はこれに工作物を設置してはならない。
６　許可物件の維持に付帯する光熱水費等を負担しなければならない。
７　市は使用期間中の許可物件の修繕義務を負わない。
８　使用期間中であっても必要があるときは、市は、この許可書に記載された事項（以下「許可事項」という。）を変更することができる。
９　次の各号いずれかに該当するときは、市は、この使用許可を取り消すことができる。
　(1)　市において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
　(2)　許可事項（前記８及び10から14までに定める事項を除く。）に違反する行為があると認めるとき。
　(3)　使用許可書の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。(記載すべき事項があるにも関わらず故意に記載しなかった場合を含む。)
[bookmark: _GoBack](4) その他、市長が別に定める事由又は市と使用者との間で別に定める事由が生じたとき。
10　市が使用許可を取り消した場合において、損害を受けることがあっても市はその賠償はしない。
11　許可事項に違反する行為により市が使用許可を取り消した場合において、市に損害を与えたときは、その損害を市に賠償しなければならない。
12　許可物件を滅失し、又は損傷したときは、使用責任者の負担において許可物件を原状に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
13　許可物件について、自然災害等により使用者にいかなる損害を与えた場合、また、必要費又は有益費を支出することがあっても、市はその補償の責めを負わない。
14　使用期間が満了し、又は使用期間が取り消されたときは、使用責任者の負担で直ちに許可物件を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市が特に必要がないと認めた場合はこの限りではない。



